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第１章 計画の概要 

 

１．計画の背景 

近年、地域における人口及び世帯数の減少や既存の住宅・建築物の老朽化等に伴い、使

用されていない住宅・建築物が年々増加してきている。本町においても、537件（平成28

年全町調査結果）の空家があり、今後も空家は増加すると考えられる。空家になったにも

かかわらず、適切な管理が行われないまま放置されている状態の空家は、防災・防犯・安

全・環境・景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に悪

影響を及ぼしているものもあり、早急な対策の実施が求められている。 

国は、この空家問題の抜本的な解決策として平成27年５月に「空家等対策の推進に関す

る特別措置法」（以下、「法」という。）を施行し、また長野県は、この法施行に併せて

「長野県空家対策連絡協議会」（以下、「県協議会」という。）を平成27年８月に設立

し、県、県内全市町村及び関係団体が一体となって空家等の対策を総合的に推進していく

こととしている。 

 

２．計画の位置づけ 

 この「佐久穂町空家等対策計画」（以下、「空家等対策計画」という。）は、法第６条

の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたもので、空家対策を効果的かつ効率

的に推進するために、本町の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策

定するものである。したがって、本町の空家等対策の基礎となるものである。  

なお、計画の推進にあたっては「佐久穂町総合計画」や「佐久穂町コミュニティ創生戦

略」等に定めている空家関連施策との整合性を図り、「佐久穂町空き家・空き地情報登録

制度（空き家・空き地バンク）」と連携するものとする。 

 

３．計画期間 

 空家等対策計画の計画期間は、令和２年度から令和７年度までの６年間とする。ただ

し、法の改正や社会情勢の変化、本町の空家等の状況変化等必要に応じて見直しを行う。 

 

４．対象地区 

 空家等対策計画の対象地区は町内全域とする。 

 

５．対象とする空家等の種類 

 空家等対策計画の対象とする空家等の種類は、法第２条第１項に規定された「空家等」

及び法第２条第２項に規定された「特定空家等」とし、活用促進の観点からその跡地（空
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地）についても対象とする。 

法第２条第１項  

○空家等  

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが

常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。た

だし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。  

法第２条第２項  

○特定空家等  

①倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態  

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態  

③適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態  

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態  
 

 

第２章 空家等の現状 

 

１．全国・長野県内の空家等の状況 

 全国の空家の動向をみると、平成５年に448万戸であった空家は年々増加し、平成25年

には820万戸となっている。また、空家率も平成５年の9.8％から平成25年には13.5％と約

3.7％増加している。長野県の空家は、平成25年度に約20万戸となっており、空家率は

19.8％と全国で２番目に高い率となっている。 

 

２．佐久穂町の空家等の状況 

 平成28年２月、町内の自治会の協力を得て空家等の調査を行った。109ある自治会のう

ち102の自治会から回答があり、537戸の空家が確認された。町の現住戸数は約4,000戸で

あるので、空家率は13.4％となるが、回答のない自治会も含め把握できていない空家もあ

ると考えると、実際にはさらに空家率は高くなると思われる。また、地域や自治会によっ

ても状況は大きく異なり、空家はない（空家率０％）と回答した自治会がある一方、空家

率が45％に達する自治会もあった。 

 これらの空家について、町職員による外観等の目視により状況を確認し、次のＡからＥ

の区分に整理を行った。 

・Ａ：８割くらいの人は住みたい 

・Ｂ：５割くらいの人は住みたい 

・Ｃ：２割くらいの人は住みたい 

・Ｄ：望んで住もうとは思わない 

・Ｅ：解体すべき 
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その結果、次の通りの割合に区分された。 

・Ａ………１％ 

・Ｂ………５％ 

・Ｃ………23％ 

・Ｄ………53％ 

・Ｅ………18％ 

 

３．空家の活用に関するアンケート結果 

 平成28年に実施した空家全町調査により把握した空家のうち、Ａ、Ｂ、Ｃランクの物件

とＤランクの物件うち住めるであろうと思われる物件、また調査日以降に新たに把握した

空家の合計126件の持ち主に対し、平成30年度にアンケート調査を行った。 

 空家の利用状況では、「時々過ごすための家」との回答が半数以上（56.3％）で、次い

で「住んでいない、使っていない」（22.5％）が続いた。空家の有効活用に支障となって

いると思われる点については、「家具・仏壇が置いたままである」、「他人に譲渡、貸出す

るのに抵抗がある」などが多数（44.2％）を占めた。 

 町の「空き家・空き地バンク制度」の認知度については、７割以上の方が「知らなかっ

た」と回答しており、今後、所有者等に対して空き家・空き地バンク制度の周知を図り、

空き家・空き地バンクへの積極的な登録を促していくことが必要である。 

 

平成 30年度実施 空家の活用に関するアンケート結果 

 

（１）調査の概要 

○調査対象：平成 28年度に実施した空家全町調査により把握した空家 537件のうち、Ａ・Ｂ・Ｃラ

ンク物件、Ｄランクのうち住めるフラグありの物件、千ヶ日向・曽原・崎田・畑ヶ中

で今年度発掘物件の計 126件 

○実施時期:平成 30年６月～平成 31年２月 

  ○回答状況：回答数 80（送付数 126［回答率 62.7%］） 

○回答者 ：町内在住者 28（35%） 町外在住者 52（65%） 

 

（２）アンケートによる空家発掘状況（送付 126） 

○空き家・空き地バンク登録 ７（5.6%） 

○登録に向け検討      10（7.9%） 

○将来的に検討       13（10.3%） 

 

 

 

1% 5%

23%

53%

18%

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
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問１ 建物の現在の利用状況 

 

 

 

問１で「１. 常に住んでいる」「２.売出中・貸出中」を選択された方はここまででアンケート終了。（以下、回答数は 64

件） 

問２ 佐久穂町空き家・空き地バンク制度についてご存知でしたか 

                             

 

 

問３ 今後、空き家・空き地バンク制度への登録についてどのようにお考えですか 

  

 

 

 

 

 

回答のあった 80 件のうち、

「時々過ごすための家」と回答

し た 方 が 半 数 以 上 45 件

（56.3%） 

次いで、「住んでいない・使っ

ていない」が 18件（22.5%） 

空き家・空き地バンク制度について知らなか

ったという方が 53件（73.6%）   

知っていたという方は 18件（28.1%） 

 

今後登録したいという方 20件（26.8%） 

 

⇒今後登録したいという方 20件へ連絡済み。

（個別記録は添付のとおり。） 

結果、空家バンク登録７件 

登録に向け書類送付済み８件 

将来的に検討５件 

 

 

ｎ＝80 

ｎ＝72 

ｎ＝72 
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＊＊＊＊以下、問３で「２. 登録しなくてもいい」を選択された方への質問＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

問４ 登録しなくてもいい理由は何ですか 

                   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ 空家に関する相談希望の有無（空家バンクへの登録は希望しないが相談のみ） 

           

 

 

 

（「その他」と回答した方の内容：自由記載） 

・自分で毎日使用している。別宅、アトリエ。 

・10年位は毎月過ごす予定 

・４月～10月まで毎月来ている。 

・姉が毎週千葉から通ってりんご作っており、その時の宿泊に使っています。 

・春から初冬まで、月の半分は居住し、畑・庭作業を実施中 

・雨漏りがしていて修復不可（過去に業者に言われた）。排水等未整備。登録はでき

ない。 

・未定 

・今後の使用予定が決まっていない 

 

 

一番多かったのは、「家具・仏壇が

置いたままである」「他人に譲渡、

貸出しするのに抵抗がある」「その

両方」という方が 23件 44.2（%） 

「その他」と回答した方では、定期

的に使用しているという意見が多

くみられた。 

ｎ＝46 

ｎ＝52 

相談希望は２件。 

２件は家財道具が多く残っていることに

ついての相談。 

空き家・空き地バンク制度及び空家対策

事業補助金を案内。今後、空き家・空き

地バンク登録に向け、前向きに検討する

こととなった。 
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第３章 空家等対策における施策 

１．空家等の調査 

（１）空家等調査方法 

 住民票、水道の使用量、建築物への人の出入り状況、周辺住民のヒアリングなどにより

空家等を特定する。 

特定した空家等については、登記情報、建築確認申請情報、戸籍簿情報、固定資産税の

課税情報及び近隣住民等からの情報収集等により、所有者等を特定する。 

各種情報収集等によっても空家等の所有者等を特定できない場合には、「過失なく所有

者等を特定できない」者と判断し、データベースに登録する。 

特定空家等の判断に必要な調査及び助言・指導する必要がある場合等に、空家等の敷地

内に立入調査を行う。立入調査を行う場合は、その５日前までに所有者等に対して文書で

通知を行う。（通知が困難な場合は除く。） 

（２）実態調査 

町では、平成28年に町内の自治会の協力を得て行った空家等の全町調査の結果をもと

に、 

判明した空家の所在や状態をデータベースや地図に反映する。また、自治会や地域住民等

と連携し、継続的な把握と必要な補正を行う。 

特定した空家等の所有者等に対し、必要な情報提供やアドバイスを実施するため、職員

等の訪問等による聞き取り、アンケート等の送付により意向確認を行う。 

アンケート等の送付は、個別に行う他、納税通知書など定期的な通知等を活用して行

う。 

２．空家等の適正な管理の促進 

 空家等がもたらす問題は、第一義的には所有者等が自らの責任により的確に対応するこ

とが前提である。このため、関係団体等が相互に連携して所有者等に対して責任に基づく

行動を促していく。また、法第７条第１項の規定に基づき、佐久穂町空家等対策協議会

（以下、「町協議会」という。）を設置し、施策の推進などに対して協議したうえで、適

正な管理について改善・検証を行うものとする。 

 空家等に関する相談窓口を総合政策課内に設置し、県、専門家及び関係団体と連携した

相談体制の整備を行う。また、元気なうちに自宅の処分方法を決めておきたい高齢者等へ

の説明会や相談会を、専門家と連携して実施し、空家になる前に対策を行う意識涵養を図

る。 

３．空家・空地の利活用の推進 

空家の発生を抑制するとともに、空家を町の資源として活用するため、賃貸・売却が可

能な空家については、町の移住・定住施策につながる利活用を推進する。そのために、利
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活用を活発にするための助成や支援を実施するとともに、それらの施策を広く住民や空家

等所有者に周知する。 

◎空き家対策事業補助金 

事業 事業内容 補助率 
補助金額 

（上限） 

空き家整備事業 
空家の家財道具処分や、屋内・屋外の

清掃等に要する経費について補助 
1/2 10万円 

空き家改修事業 

空家の改修（水回り、内装、屋根、外

壁、下水接続等）に要する経費について

補助 

1/2 50万円 

空き家解体事業 
年間を通じて居住がされていない空家

の解体に要する経費について補助 
1/2 50万円 

４．特定空家等の取り組み 

 特定空家等は、適切な管理が行われず地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていること

から、町長は地域住民の生命、健康、財産の保護を図り、また、健全な生活環境の保全を

図るため、必要な措置を講じる。 

 特定空家等の判断および措置については、「『特定空家等に対する措置』に関する適切な

実施を図るために必要な指針（ガイドライン）」を踏まえ対処する。 

（１）措置の方針 

   ① 措置の優先 

     特定空家等のうち周辺建築物や道路又は不特定の者に対して悪影響を及ぼすも

の若しくは及ぼす恐れの高いものから優先して措置を行うものとする。 

   ② 措置内容の検討 

・特定空家等に対する措置を行うため、職員等は必要な限度において立入調査を 

実施し、建築物の状況を把握する。  

・調査の結果に基づき、地域住民へ与えている悪影響をなくし、かつ所有者等の 

負担が少ないと考えられる措置の内容を検討する。  

・措置の内容を決定するにあたり、町協議会の意見を求めることができる。また 

内容の変更を行う場合についても、必要に応じて意見を求めることができる。  

（２）措置の実施  

① 助言・指導  

町長は、４（１）②で検討した措置の内容を講ずるよう助言・指導を行う。  

② 勧告  

町長は、助言・指導を行っても改善が見られない場合は、相当な猶予期限を定 

めて助言・指導の内容を講ずるよう勧告を行う。  
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勧告を行う場合は、固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなることか

ら、税担当部局と十分打ち合わせを行うとともに、所有者等にも、その旨を通知

する。  

③ 命令  

町長は、勧告を行っても必要な改善が見られない場合で、特に必要と認めた場 

合は、所有者等に対して相当な猶予期限を定めて勧告の措置を講ずるよう命じ 

る。 

町長は、命令をする場合においては、法第14条第４項から第８項及び第11 

項から第13項の規定に基づき、実施する。  

④ 行政代執行  

町長は、命令の措置が履行されないときや履行しても十分でない場合等に、行 

政代執行法（昭和23年法律第43号）の規定に基づき、命令の措置を所有者等 

に代わり行う。  

 この措置に要した費用については、当該所有者等に請求する。 

所有者等が確知できない場合は、法第14条第10項の規定に基づき、実施す 

る。  

 

（３）必要な措置が講じられた場合 

特定空家等の所有者等が、助言・指導若しくは勧告、命令に係る措置を実施したこと

が確認された場合は、当該建築物は特定空家等でなくなることから、勧告又は命令の撤

回を行う。措置が講じられたことによって固定資産税等の住宅用地特例の要件を満たす

家屋の敷地については、可能な限り速やかに税担当部局に情報を共有する。 

 

（４）その他の対処 

台風の接近などにより、瓦等の飛散及び倒壊のおそれがあり、周辺住民への影響が明

らかな場合は、所有者等に連絡のうえ、応急の措置を講じる。 

 

５．空家等対策の実施体制 

（１）庁内の組織体制及び役割 

課 名 役 割 
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総合政策課 

・空家等の調査 

・空家等の適切な管理の促進 

・措置及び対処の実施 

・空家等及び跡地の活用促進 

・町協議会及びその他関係機関との連絡、調整 

・その他施策全般 

総務課 ・災害対策及び災害時の応急措置、防犯対策等 

住民税務課 

・環境保全条例に基づく生活環境の保全等 

・法第10条第１項の規定に基づいた固定資産課税台帳等の情報を総

合政策課へ提供 

・固定資産税等の住宅用地特例に対する対応 

建設課 ・道路交通安全確保等 

こども課 
・通学路の安全確保 

・その他児童及び生徒の危険防止 

（２）空家等対策協議会 

  ① 趣旨 

    空家等対策を実施するにあたり、意見及び協議を行うため関係部署及び有識者等

による町協議会を設置する。  

② 所掌事務  

ア.空家等対策計画の作成及び変更に関する協議  

イ.空家等の適正な管理及び利活用に関する事項についての協議  

ウ.特定空家等の措置に関する協議 

エ.町長がその他空家等対策の執行に関し必要とする事項  

③ 構成 

町協議会の構成については、町長のほか、地域住民代表、議員及び学識経験者計 

15人以内とする。 

 

（３）関係機関等との連携  

空家等に関する相談に適切に対応するため、関係機関、民間団体との連携及び協力の

もと空家対策を実施する。  

■弁護士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士  

相続に関する相談及び調査、財産の所有権移転手続き等  

■不動産業者  

所有者の空家等利活用相談、空き家・空き地バンクの充実等  
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■建設業者  

空家等の解体、改修の相談及び対応等  

■建築士  

空家等の修繕、改善、耐震診断などの技術的な対応等  

■警察  

危険回避のための対応等  

■消防  

災害対策、災害時の応急措置等  

■自治会（区長会・常会）・民生児童委員協議会 

空家等情報の提供、跡地の利活用等  

■長野県 

情報の提供、技術的な助言その他必要な援助等 

■社会福祉協議会 

ふれあいサロンなどでの啓発活動支援等 

 

６．住民等から空家等に関する相談への対応  

空家等に関する相談窓口を総合政策課内に設置し、同課職員が対応する。また、空家の

相談は多岐にわたることから、庁内の関係部署及び県協議会、町協議会及び関係団体と連

携、相談し、対応する。対応内容については、経過等について記録し、関係部署、機関で

共有する。 

 

７．その他空家等の対策の実施に関し必要な事項  

（１）計画における目標値及び達成状況の評価  

計画が終了する令和６年度までの目標として、以下を定める。また達成状況の評価を

計画期間が終了する年、又は目標を変更する場合に行う。  

・空家等の除却及びその跡地の活用を５戸行う  

・空家等のマッチングによる成約を25戸行う 

（２）地域での空家等対策の検討と情報の共有  

空家等の管理は一義的には、所有者等が適切に管理若しくは活用すべき問題である

が、地域全体で対処方法を検討・共有することは有効であるため、町協議会での検討状

況や空家の情報に関し、必要に応じ広く広報する。  

（３）他法令との連携  

空家等の対策は、この法律に限らず、建築基準法、消防法、道路法、災害対策基本

法、災害救助法など、それぞれの法律の目的の範囲で、適正に管理されていない空家等

についても、必要な措置等を講じることが可能なこともある。このため、空家等の情報

について、内部部局で共有し、密に連携を図る。  
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（４）計画の変更  

本計画は、地域情勢の変化、法令や国の補助制度等の改正、目標の達成状況の評価等

必要に応じて随時変更する。  

変更する場合は、町協議会での協議を行う。 

 

  



12 

 

資 料 編 

 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生

活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護すると

ともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する

施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第10条第２項を除き、以下同

じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項

を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の

増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その

他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する

物を含む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていな

いことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第３条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響

を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第４条 市町村は、第６条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関

する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 

第５条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため

の基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

⑵ 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

⑶ その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あら

かじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

資料１ 
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（空家等対策計画） 

第６条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本

指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定

めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関す

る対策に関する基本的な方針 

⑵ 計画期間 

⑶ 空家等の調査に関する事項 

⑷ 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

⑸ 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に

関する事項 

⑹ 特定空家等に対する措置（第14 条第１ 項の規定による助言若しくは指導、同条第２ 項の

規定による勧告、同条第３ 項の規定による命令又は同条第９ 項若しくは第10 項の規定によ

る代執行をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

⑺ 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

⑻ 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

⑼ その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の

提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第７条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会

（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会

の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認

める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

（都道府県による援助） 

第８条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法

律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、

市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握

するための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 
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２ 市町村長は、第14 条第１ 項から第３ 項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員

又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立

ち入らせようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなけ

ればならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでな

い。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明

書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはなら

ない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第10条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であ

って氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な

限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用する

ことができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち

特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都

が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当

該特別区の区長から提供を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、

速やかに当該情報の提供を行うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係す

る地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を

求めることができる。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第11条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸す

るために所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理さ

れているものに限る。）を除く。以下第13 条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整

備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとす

る。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第12条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情

報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第13条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売

し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これ

らの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 
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（特定空家等に対する措置） 

第14条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木

竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著

しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない

特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導

をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状

態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付

けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる

ことを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限

を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じよ

うとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限

を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己

に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に対し、

意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の措置を

命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければなら

ない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によって命

じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前項に規定する

者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を

提出することができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた

者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに

完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところに従い、

自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

10 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命

ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第１ 項の助言若しくは指導又は

第２項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第３項に定める手続により命令

を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自

ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合において
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は、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないとき

は、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告

しなければならない。 

11 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省

令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

12 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場

合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならな

い。 

13 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第88号）第三章（第12条及

び第14条を除く。）の規定は、適用しない。 

14 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るため

に必要な指針を定めることができる。 

15 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・

総務省令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第15条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切か

つ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付

税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空

家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講

ずるものとする。 

（過料） 

第16条 第14条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、50万円以下の過料に処す

る。 

２ 第９条第２項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の過料に

処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。ただし、第９条第２項から第５項まで、第14条及び第16条の規定は、公布の日から起算

して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の

措置を講ずるものとする。 
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佐久穂町空家等対策協議会設置要綱 

 

（設置）  

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第７条第１項の規定に基

づき、佐久穂町空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第２条 協議会は、空家等対策に係る以下の内容について協議等を行う。  

（１）空家等対策計画の作成及び変更に関する事項 

（２）空家等の適正な管理に関する事項  

（３）特定空家等の措置に関する事項  

（４）その他空家等対策の執行に関し必要と認められる事項  

（組織）  

第３条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。  

２ 会長は、町長をもって充てる。  

３ 会長は、会務を統理する。  

４ 会長に事故等あるときは、あらかじめその指定する委員がその職務を代理する。  

５ 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。  

（１） 地域住民  

（２） 議会議員  

（３） 学識経験者（法務、建築、不動産など）  

（４） 関係機関または関係団体 

（５） その他町長が必要と認めた者 

６ 委員の任期は、２年とする。ただし、その職に基づいて委嘱された委員の任期は、当該職に

在る期間とし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

７ 委員の再任は妨げない。  

（会議）  

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  

２ 会長は、第２条に規定する事項に関して協議等が必要な場合、速やかに会議を招集するもの

とする。  

３ 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。  

４ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。  

（関係者の出席等）  

第５条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、必要な資料を提出させ、又は会

資料２ 
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議への出席を求めて意見若しくは説明を聴くことができる。  

（守秘義務）  

第６条 委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた

後も同様とする。 

（庶務）  

第７条 協議会の庶務は、総合政策課において処理する。  

（補則）  

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附 則  

この告示は、公布の日から施行する。 
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特定空家等に対する措置フロー図 

 

 
法＝空家等対策の推進に関する特別措置法

空家情報を把握・空家等に関する自治会や地域住民からの相談情報提供、実態調査等

現地調査（法第9条）・現地調査による空家等の把握 ・対策方針の検討

所有者等の調査（法第10条）

情報提供・助言（法第12条）
所有者等の事情に応じた解決策の検討
情報の提供、助言等の実施・対応

確知

特定空家等と判断

過失がなくて、対
象者を確知するこ
とができない

略式代執行
（法14条第10項）
事前の公告

佐
久
穂
町
空
家
等
対
策
協
議
会

助言又は指導（法14条第1項）

勧告（法14条第2項）相当の猶予期限付

命令（法14条第3項）相当の猶予期限付
通知書の交付・意見申出機会の付与 ⇒ 命令

行政代執行（法14条第9項）

確知できた
所有者等に
措置を講ず
る権限がな
い

報告
協議

所有者又は管
理者がいるか

改善されないと認めると
き

正当な理由がなくて措置
をとらなかった場合で特
に必要があると認めると
き

措置を履行しないとき、
履行しても十分でないと
き又は履行しても期限ま
でに完了する見込みがな
いとき

助言

費用回収

報告
協議

助言

資料３ 
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特定空家等判断基準 

 

1.特定空家等の判断 

 国の「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針（ガイドライ

ン）」に基づき、個別に現地調査を行い、下記の状態と認められるものについては、特定空家等と判

断する。 

 ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

 ②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

 ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

 ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

2.特定空家等の判断基準 

国土交通省の「平成28年度先駆的空き家対策モデル事業」を活用して作成された、小諸市の『小

諸市 特定空家等判断基準マニュアル』の2次調査票に準拠し判定を行う。 

 

 3.特定空家等指定までの流れ 

資料４ 
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※『小諸市 特定空家等判断基準マニュアル』Ｐ6.10及び資料編より抜粋 
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佐久穂町空家等対策計画策定経過 

 

１．佐久穂町空家等対策協議会 

年度 回 開催日 協議事項 

令
和
２
年
度 

第１回 令和２年８月 27

日 

○空家等対策の推進に関する特別措置法について 

○空家等対策の現状について 

○空家等対策計画（案）について 

第２回 令和３年２月４日 ○空家等対策計画（案）について 

・計画（案）に対するご意見について 

・計画期間スケジュールについて 

・特定空家等判定基準について 

○その他 

 ・空家の所在地等に関するデーターベースについて 

 ・住民向け啓発事業等について 

第３回 令和７年３月３日 〇空家等対策計画の改正について 

 ・計画期間の延長について 

 

２．佐久穂町空家等対策協議会 委員名簿 

条例  分野 所属等 備考 氏名 

会長 １ 行政 佐久穂町 佐久穂町長 佐々木 勝 

１号委員  

地域住民 

２ 住民 区長会 副会長 渡辺 紀一 

３ 住民 民生児童委員協議会 副会長 篠原 節子 

２号委員 

学識経験者 

４ 法務 長野県司法書士会佐久支部 副支部長 篠原 友夫 

５ 建築 長野県建築士会佐久支部 支部長 髙橋 三七人 

６ 不動産 長野県土地家屋調査士会 土地家屋調査士 髙見澤 今朝雄 

７ 
不動産 

建設業 

長野県宅地建物取引業協会佐久支部 

長野県建設業協会南佐久支部 

株式会社小林組 

南佐久支部委員 
小林 一吉 

３号委員 

関係機関また

は関係団体 

８ 防犯 佐久警察署 佐久穂町交番所長 青沼 正悟 

９ 行政 佐久建設事務所 建築課長 三好 由美子 

10 福祉 佐久穂町社会福祉協議会 事務局長 岩崎 恒春 

                    （令和７年 3 月現在 順不同、敬称略）

資料５ 
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